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1. なぜ今(ごろ?)、 
美容医療の倫理なのか

なぜ今、美容医療の倫理なのか

• 2000年前後から非外科的手技(プチ整形)の登場で、美容術(メイ
ク)と外科的な整形手術とが連続的になりハードルが下がってきた 

• 健康増進、アンチエイジング、予防医療との関係 
(川添2013、32頁)  

• 施術件数の増加(「美容整形大国」川添2013: 24, 谷本2018:7)、 
それに伴なう消費者相談件数の増加 (厚労省2024、クロ現2024) 

• ⇒英国Nuffield Council on Bioethics (NCB 2017)、厚労省検討
会2024などで制度的問題や倫理的問題が検討されるように



https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4908/

クロ現2024 

美容医療の適切な実施に関する検討会
厚労省2024：資料1

2023年のデータはJSAPSのサイトにある。2020年のデータでは女性が85%を占める

厚労省2024：資料1全国美容医療実態調査

川添2013



(NCB 2017) 外見と、理想の外見 (NCB 2017, Guide: 4) 

美容医療(cosmetic procedures)は外見を変える手段の一つ 
歴史的に人々はいろいろな仕方で外見を 
変えてきた。現在の問題は： 
・自分の外見と理想の外見のギャップの 
不安(外見不安) 
・理想の外見が差別的でありうること 

外見不安の増大の要因 
・SNS使用の拡大 
・SNSやアプリによる外見の評価の流行 
・有名人文化の人気、加工されたイメージ等 
・高齢者が長生きし退職も遅くなるなかで、 
若さを尊重する文化で競わなければならない 

美が幸福と成功に結びついているという広告宣伝 
とくに女性には「若く魅力的に見える義務がある」 
というメッセージが常に送られている 

他に、美容医療の進歩、美容医療が安価になると 
ともに、商業主義が強くなってきたことなど 

なぜ今、美容医療の倫理なのか

• 逆になぜ今まで注目されてこなかったのか(「フェミニスト哲学を除き、
哲学内で「美の実践」はないがしろにされてきたと言っても過言ではな
い」)(飯塚2021) 

• 美容と医療の境界にあるタブー化された領域(川添2013:105, 155) 

• 日本は歴史的に美容整形は開業医の領域で大学病院でやるものではな
かった(川添2013) 

• 1998年、東大で国立大学病院初の美容外科創設(川添2013, 谷本
2018:81) 

• 社会学でも文献が少なったことが指摘されている 
(谷本2019(2008初版)) (谷本は社会学、川添は医療人類学)

川添2013



2. 概念的問題

概念的問題1：美容医療の定義
みんな結構違った意味で使っているので整理が必要

• 身体加工(川添2013:76、谷本2019:1, 35)：散髪、洗顔、ピアス、エステなど
を含むより一般的な概念 (≒美容実践 (飯塚2022)) 

• 美容整形：川添、谷本など明示的に定義していないが、身体加工のうち、医療が
関わるもの。非外科的なもの(プチ整形)を含む。≒厚労省の「美容医療」 

• 美容外科：診療科として標榜できる(≒美容整形) (川添2013:100) 

• 美容医療：厚労省2024の用語：美容目的で行われている医療行為全般。治療目
的での医療行為と、美容目的で行われる非医行為(エステなど)と対比される。 
外科的手技、非外科的手技(非/低侵襲施術)、内科的療法が含まれる。 

• プチ整形：「メスを使わない手術」、2001年ごろにメディアに登場(谷本
2019:10,96, 佐藤2021：25-6)、整形手術と区別される「低侵襲処置」(飯塚
2022:126)。谷本2018はこの意味で「美容医療」を使っている(171)。

厚労省2024：資料3

厚労省2024第一回議事録:15



厚労省2024：資料1

N.B. 注射などもあるので侵襲性がないわけではない

厚労省2024：資料1

定義の問題 (NCB 2017:18-21) 

美容医療(cosmetic procedure)は、 
日常的な美容(beauty practice)や 
医療(治療)の区別は難しい 
美容と医療(治療)の両方が目的の 
場合もある(例：乳房縮小) 

報告書では美容医療(cosmetic 
procedures)を 
 
「侵襲的で非再建的な手技であり、 
・主に美的な理由で外見を変える 
・医療的環境ないし疑似医療的 
環境(medi-spaなど)で実施され 
・NHSのような保健制度によって 
公的に補助されていないもの」 

としている(上記は大雑把な訳) 

そのような手技には美容外科手術、歯科、 
非外科的介入が含まれる

NCB 2017では定義の問題がしっかり議論されている。だいたい厚労省2024の美容医療と同じだが、歯科が明示的に入っており、また 
内科的な療法は含んでいない。なお、JSAPSの美容医療実態調査では歯科は含まれておらず、またproceduresは「手技」と訳されている

概念的問題2：美容医療はエンハンスメントか

• 「美容エンハンスメント」として化粧を含めた身体加工一般を理解(飯塚2021、2022) 

• 身体機能としては問題ないところに介入するという意味ではエンハンスメント的介入 

• だが、「コンプレックスの解消」を目的としているという意味では、治療 
(川添2013:95-6、谷本2019: 15) 

• 「美容外科は創設当時から、機能的には何の支障がなくても、それが精神的負担
をもたらすものであるならば、美的に形成して負担の除去、軽減をはかろうとい
う美容を目的とした医療です。」(日本美容外科医師会HP。川添2013より) 

• 「普通」・人並みを求める傾向 (川添2013: 124ff) (cf 低身長の者が平均を目指す) 

• 児玉：(1)美容医療を(通常以上を目指しているという意味で)すべて「エンハンスメン
ト」と考えるべきか、(2)バイオテクノロジーを必ずしも用いない身体加工全般を「エン
ハンスメント」と捉えるべきか、いずれももう少し丁寧な概念整理が必要ではないか



美容医療はエンハンスメントか
飯塚2022「美容実践と幸福」

• 美的エンハンスメントには、美容整形のみを含む佐藤(2021)と異なり、 
化粧やまつげエクステなどを含む美容実践全体を含むものと見做す 

• 「私はこうした切り分け〔佐藤の限定〕によって、身体改造の実践
が、整形手術のずっと前の時点から始まっている事実が見えにくくな
るのではないかと感じる。鼻を変えたいと思う人はプロテーゼ（シリ
コン）や自分の軟骨を移植して鼻を高くする前にコントゥアリングメ
イク（ハイライトパウダーやシェーディングを用いて顔に陰影を作
り、平面的な印象を与える顔を、より立体的に見えるようにするメイ
ク技術）で鼻を加工しているだろうし、二重まぶたになりたい人は切
開法や埋没法で二重を作る前に、テープやのりで二重を作っているだ
ろう。」(飯塚2022:125)

• 「実際に日本で行われている美容医療実践に注目すると、整形とその他の美容実
践の線引きはますます困難となる。美容医療には主に整形手術(cosmetic 
surgery)と低侵襲処置(minimally invasive procedures)があるが、日本で行わ
れている美容医療実践の大部分はいわゆるプチ整形と呼ばれる低侵襲処置である
という特徴が指摘されている。(……)実際の美容医療の実践は他の美容実践と侵
襲性・不可逆性において明確な差異を見出せない。」(飯塚2022:126) 

• (児玉)飯塚の連続性の指摘は重要。しかし、佐藤がエンハンスメントはバイオテ
クノロジーを用いるものであり、筋力トレーニングなどはエンハンスメントには
入れないことを最初に断っているように(2021:16)、医学的(手術だけでなく薬
も含む)な手段によるエンハンスメントを切り離して考えるべきではないか(医療
として行うことにしばしば特別な問題があるため)。なお、飯塚は佐藤がプチ整
形を美容整形に含めていないように述べているが(飯塚2022:126-127)、佐藤
(2021:25-26)はプチ整形も整形に含めているように読める。

美容医療はエンハンスメントか
飯塚2022「美容実践と幸福」

川添2013

コンプレックスと美容医療

• 「きれいになりたい!」という願いは、女性なら誰でも持っているもの。 
「顔じゃないよ、心だよ」人はいつでも言うけれど、やっぱり外見は大切だ。 
きれいになったら、コンプレックスを治したら、明日から違う人生が待ってい
るかもしれない!! 
この番組は、そんな悩める相談者のために、人生の達人たちと、女性を美しく
することなら誰にも負けない日本最高の技術を持ったアーティストたちが、そ
の総力を挙げて、悩める女性たちを応援し、”愛と勇気”を与える……。」 
 
(ビューティーコロシアムHPより2007年ごろ、谷本2019:16)



川添2013コンプレックスと「普通になりたい」の結びつき

3. 制度的な問題

制度的な問題

• 制度的な問題 

• 自由診療と保険診療  

• 医療法人と一般社団法人 (クロ現2024) 

• 二つの美容外科学会 (川添2013, 谷本2018: Ch.8) 

• 二つの美容外科学会(JSAS, JSAPS)は今も分裂したまま

厚労省2024：資料1

• 自由診療と保険診療

自由診療と保険診療



厚労省2024：資料1自由診療と保険診療

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4908/

クロ現2024医療法人と一般社団法人

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4908/

田畑佑典 記者（社会部）：クリニックの開設を許可するかどうかは、各地の保健所がそれぞれ独自に判断
しているんですけれども、都内の複数の保健所を取材したところ、必要な書類さえ整っていれば許可せざる
をえない、統一的なルールもなく、保健所によって審査にばらつきがあると話していたんです。また、一般
社団法人には監督官庁がない上、クリニックが開設後にどのような事業を行っているのか定期的に監視する
仕組みがなく、いわばブラックボックスになっているという指摘もありました。保健所の担当者は、制度そ
のものに課題があると指摘しています。

クロ現2024医療法人と一般社団法人 厚労省2024：資料1医療法人と一般社団法人 (一般社団法人の割合は少ない)



医療法人と一般社団法人
ビジネス倫理・専門職倫理の問題
• 形成外科専門医　南享介医師 
「〔一般社団法人で異業種オーナーがやっているところには〕薄利多売
のクリニックが結構多い。早めに注射しよう、早めにレーザーを当てよ
うとなったときに、その人にかける時間は注意して見ていない。何かあ
ったときに問題になることは、ほかのクリニックより多いかと思いま
す」(クロ現2024)  

• 美容クリニック 採用担当 
「医療法人のように医師をトップに置く機関になりますと、医療倫理や
医療安全を最優先にして運営しないといけないとなるのですが、一般社
団法人になりますと、一般的な業種の人が利益を重視して運営できるの
で、収益を目指すなら、一般社団法人が都合がいい」(クロ現2024) 

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4908/

https://jsas.or.jp/

二つの美容外科学会

www.jsaps.com
二つの美容外科学会 (こちらが形成外科系)

川添2013
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4. 倫理的議論



倫理的議論
NCB (2017)、佐藤(2019)などから抽出

• 美容医療擁護論 

• 1 美しさの議論 

• 2 自己決定の議論 

• 美容医療反対論 

• 1 非本来性・不自然さの議論 

• 2 差別強化の議論

新たな倫理的懸念 

美容医療は肯定的な経験で 
ありうるが個人と社会の害に 
もなりうる。 
いくつかの重要な懸念： 

・外見について特定の期待に沿わないと 
いけないという社会的・経済的圧力。単に 
個人の選択ではなくなっている。 
・外見不安がもたらす精神保健的影響は 
公衆衛生的問題 
・社会的期待や外見の理想は倫理的に 
中立ではない。美容医療はジェンダー、 
障害、人種に関する既存の規範を反映し 
促進する。女性は若く見えないといけない、 
白くないといけない、など。差別を強化し 
多様性と包摂を重視する流れに逆行する 
・十代はピアプレッシャーに敏感で、 
美容医療の提供は倫理的問題が生じる 
・美容医療産業はこうした外見不安に 
「解決」を提供するとして不安を利用する 
「医療的な環境」で施術することにより 
信頼関係を利用し患者の幸福を考えている 
ように見せる。施術者の責任に関する 
倫理が問われる

美容医療の倫理的論点
NCB 2017: guide 6

美容医療の倫理的論点
佐藤2021

• 論点1：自分の身体を大切にしていない 

• 親からもらった身体に自分の都合で傷をつけることは許されない 

• 美容整形を行う人は安易な手段に逃げており、本当の自分に向き合っていない 

• 論点2：美容整形は私だけの問題か 

• 私たちの身体や行為は純粋に個人的なものではなく、社会的なものである 

• 論点3：美容整形は個性を失わせるか 

• 美容整形は人々の画一化をもたらす 

• 論点4：美容整形は身体を不自然なものにするか 

• 美容整形は自然に反する

美容医療の擁護論1：美しさの議論
argument from beauty/aesthetics

• 前提1：見た目が美しいことはよいことである 

• 前提2：美容医療は見た目を美しくする技術である 

• 結論：美容医療はよいことをもたらす技術である



• 前提1：見た目が美しいことはよいことである 

• 前提2：美容医療は見た目を美しくする技術である 

• 結論：美容医療はよいことをもたらす技術である 

• 「美しさ」の基準が画一化されているという批判(川添2013、佐藤2019、 
飯塚2022) 

• 「よい」というのは、どういう意味か(道徳的、自愛的?)、誰にとってよいの
か 

• 美と倫理の関係

美容医療の擁護論1：美しさの議論
argument from beauty/aesthetics

美容医療の擁護論1：美しさの議論
画一化の批判

• 「反対派(4) 美容整形の肯定は、人々の画一化をもたらす。私
たちの想像力は、メディアによって与えられたものの範囲でし
か働かない。そうすると、皆が同じ顔に価値を見出し、それを
目指そうとする。そこでは個性は失われ、似た顔の人ばかりが
街を歩くことになる。」(佐藤2019: 50) 

• 「個人に幸福をもたらす美の実践が社会的抑圧に変容しないた
めには、画一化された美の理想の普及が問題であり、美の理想
を多様化する必要性があると説いてきた（飯塚 2021）」(飯
塚理恵2022)

• しかし、なぜ美しさが画一化されることは問題なのか。 
真理や道徳については一つであることが望まれるのに?  

• 問題は画一化そのものではないのではないか 

• 美の基準を(金髪碧眼の)白人美に置くことの問題(植民地主義)?  
(川添2013: 106, 「白人美のグローバル化」110) 

• 開き直って、「まさにギリシア彫刻に代表される白人美こそが、人間のなり
うる最大の美である」と主張するのは、正確にはどこが問題なのか? 

• ただし、日本では「「普通」が白人美のグローバル化のブレーキとして作
用」(川添2013: 156)しており、必ずしも白人美が理想ではないとされる。 

• あるいは商業主義や男性が理想とする女性美(の内面化)が問題?

美容医療の擁護論1：美しさの議論
画一化の何が問題か?

美容医療の擁護論1：美しさの議論
「よい」というのは、どういう意味か(道徳的、自愛的?)、誰にとってよいのか

• Well-beingの客観リスト説を取り、その中に美的経験を含める 
(飯塚2022) ⇒美容実践は、美的経験の一つとして、当人の幸福
に資するという意味で「よい」 

• (児玉)「美しいものを見たい」というのと、「美しいものになり
たい」というのは、どちらも「美的経験をしたい」と言えるか? 
「美容医療によって美しくなって幸福になりたい」人は、美的経
験を求めているとは言えないように思われる。 
もっとも、ナルキッソスのように常に鏡で自分を眺めて喜びを感
じるような人は別だが、アンケート(厚労省2024)を見てもその
ような人はほぼいないと思われる。



厚労省2024：資料1 厚労省2024：資料1

美容医療の擁護論1：美しさの議論
美学との接続の必要性

• 飯塚2022も、美的価値に関する快楽説を取らない、という文脈で現
代美学(分析美学)の知見(森功次2021)に言及しているが、 
美容医療における美をもっと美学的に探究してほしい。 

• たとえば上記の森(2021)では、「美的価値に関して「よしあしの基
準なんてない、美の判断は人それぞれだ」とほんとうに考える人は少
ない。……美的価値が他の価値と比べてやや特殊なのは、〈わかって
いる人のほうがより高い価値を見て取れる〉という考え方が、ある程
度認められている点だ」(155)とある。一方で、美容医療をめぐって
は「美の画一化は望ましくない」「美は多様であるべき」などと言わ
れる。美と多様性、美と個性の関係はどうなっているのかを 
検討する必要がある。

美容医療の擁護論2：自己決定の議論
argument from autonomy

• 前提1：判断能力のある成人は自分の身体を含めた所有物を自分の
意思に基づいて自由にしてよい (加藤1997: ch.11) 

• 前提2：美容医療は自分の身体を加工する技術である 

• 結論：判断能力のある成人は美容医療を用いて自分の身体を自分の
意思に基づいて自由にしてよい 

• 批判：(1)自己決定が自分の意思に基づいているとは言えない、 
(2)美容医療を受ける人には判断能力が疑わしい人がいる(精神疾
患)、(3)自分の身体を好きにする自由はない(儒教)



(1)自己決定が自分の意思に基づいているとは言えない

• 社会規範、ピアプレッシャーの問題。どこまで「自己決定」と 
言えるか(佐藤2021、川添2013) 

• これは美容医療における意思決定に特有の問題か? あるいは例
えば治療中止の意思決定などについても同じことが言える? 

• これを認めた場合の結論は、「自己決定できるようにエンパワ
メント(情報提供、カウンセリングなど)しよう」ということに
なるのか(cf. 厚労省2024)、あるいは「美容医療は一切本人意
思ではできないようにしよう」という結論になるのか? 

• 未成年の自己決定を認めるか (NCB 2017)

美容医療と自己決定
女性は自己決定していない

巧妙なのは、たとえばダイエットに励み、美容整形を受け、エステに通い、ス
ポーツ・クラブで汗を流すといった行動を、あたかも女性自らが自発的に選
択して実行しているかのように思わせていることである。スレンダーのナイス
ボディに私がなりたいから、誰に言われるでもなく、私が自分で決めて、私が
努力し、私が美しくなり、私が力を得る。そこに自己決定と自己実現があた
かもあるがごときである。もちろん、それが幻想なのはいうまでもない。そ
もそも、そうした外見上の平均的美の基準を押しつける文化構造と、そこか
ら生み出された一律の価値観が問題なのである。(笠原美智子1998、谷本
2019:29より)

• • • • • •

• • • •

(児玉)この手の批判は「ではどうしたらよいのか」が明確でない。

厚労省2024：資料1

美容医療と自己決定(とくに未成年)
佐藤2021の思考実験

「たとえば、次のような状況を考えてみてください。あなたと友人は美容整
形に対してルッキズムの観点から否定的なイメージを持っているとします。
しかし、夏休みが終わると、あなたと友人以外の生徒全員がまぶたを二重
にしてきました。あなたはまぶたの手術を受けずにいられるでしょうか。さ
らに、冬休みが終わると、クラスメイトたちは鼻の整形も行ってきまし
た。今や、鼻が低いのはあなたと友人だけです。あなたは鼻の手術を受けず
にいられるでしょうか。そして、もしあなたが手術を行ったなら、それは友
人に対して多大なプレッシャーをかけることにはならないでしょうか。しか
も、このとき、クラスメイトのほとんども、本心では美容整形に対して否定
的で、「周りにあわせているだけ」かもしれないのです。」46頁



未成年に美容医療へのアクセスを認めるか
NCB 2017(7.36-37)は禁止すべきと論じている

• とくに思春期のときはボディイメージについて悩みを持ちやすく、ピアプレッシャーや 
SNSなどの影響も強い 

• 10代の手術は成長期のため長期的には不満足な結果に終わる可能性がある 

• 医療一般では未成年にも意思決定に参加させたり自己決定を認める動きがあるが、 
それは医師が子どもの最善の利益になると考えられる場合に限られている 

• タトゥーや日焼けサロン(sunbed)などは親が同意していても18歳未満はできないという 
法律が英国にはすでにある 

• イタリアや豪州クイーンズランドなどでは美容外科手術が全面的・部分的に禁じられてい
る 

• などの理由から、18歳未満の侵襲的な美容手術は親の承諾があっても原則禁止を勧告

(2)美容医療を受ける人には判断能力が疑わしい人がいる

• 美容医療が必要なのか、精神科医療が必要なのか 
(あるいは両方か?) 

• メンタルな問題(身体醜形障害BDDや、整形に対する期待が 
大きすぎる場合)(谷本2018:187-194) 

• 美容外科は精神科と連携すべきという意見(谷本2018: 221-2)。
「心療内科に対する心療外科」としての美容外科(同、222) 

• 「見た目を変えたい」という信念に合わせて外見を変えるべき
か、あるいは信念を変えるべきかという、トランスジェンダー医
療などにも見られる問題がある(cf シュライアー2024)。

(3)自分の身体を好きにする自由はない(儒教)

• 「身体髪膚」(『孝教』)の話はこの文脈でよく紹介される 
(川添2013:150ff, 谷本2019:13-14, 佐藤2021:36-7など。逆に
NCB2017には出てこない)  

• しかし、これを額面通りに受け取ると、外科的な治療を含めて 
ほとんど何もできなくなる。(佐藤2021:37) 

• 身体を大事にすべきという教えであれば、インフォームド・コン
セントやカウンセリング等をきちんとすべきだという結論になる

美容医療の反対論1：非本来性・不自然さの議論
Argument from authenticity/naturalness

• 前提1：本物ではないもの／不自然なものはよくない 

• 前提2：美容医療が生み出す美は、本物ではないもの／不自然な
ものである 

• 結論：美容医療はよくない美を生み出す



美容医療の反対論1：非本来性・不自然さの議論
Argument from authenticity/naturalness

• 前提1：本物ではない／不自然なものはよくない 

• 前提2：美容医療が生み出す美は、本物ではないもの／不自然なものである 

• 結論：美容医療はよくない美を生み出す 

• Authenticityの問題は「自分らしさ」(谷本2019: 99-104)「本当の自分」「ありの
まま」(佐藤2021:40, 54)という形で語られることがある。 

• また、Plastic surgeryのplasticは人工的・不自然(あるいはfake)という意味で使わ
れるときもある(佐藤2021:55-6) 

• 「三島由紀夫『反貞女大学』(……)では、妻の美容整形は、夫に「真実」を隠すとい
う意味で不貞と類似しているとも述べている」(川添2013: 117頁)

美容医療の反対論1：非本来性・不自然さの議論
Argument from authenticity/naturalness

• だが、自然・不自然という規範を一貫して用いることは難しい。 普通であ
るという意味であれば、何が普通かは時代によって変わるし、また「普通で
ある」(事実)から「普通であるべきだ」(規範)は導けない(佐藤2021: 54ff) 

• また、「本当の自分(authentic self)」「本物の美(authentic beauty)」と
は何か。アジア人が金髪にするとauthenticではないのか。 

• 整形をして「本当の自分になった」(谷本 2019: 71)と考える人をどう理解
するか。本当に「元の外見」がauthenticと言えるのか? 

• 歯科矯正、髭剃り、その他、どの状態がauthenticと見なされやすいかは 
時代によって変わるが、最終的には当人の決定に任せるべきものと思われる

美容医療の反対論2：差別強化の議論
Argument from discrimination

• 前提1：不当な差別に加担すべきではない 

• 前提2：美容医療は不当な差別に加担する実践である 

• 結論：美容医療を行うべきではない

美容医療の反対論2：差別強化の議論
Argument from discrimination

• 美容医療は人種差別や高齢者差別を強化する(川添 2013:108)。
「個人にとって美容整形は人種差別や偏見から逃れる「解決策」と
なりうる。しかし、人種差別や偏見の温床となる身体認識に基づい
て、ある特定の容貌を醜いと認めて治療しているという事実は消え
ない。美容整形が、人種的容貌の「医療化(生物医学がその対象領
域を拡大していくこと)」と批判されるゆえんである。アンチエイ
ジング医療一般、および欧米で既に実践されているダウン症児への
美容整形についても同じことがいえる。老いを否定する認識やダウ
ン症への偏見自体が変わるわけではない。」 

• より一般には、ルッキズム(職場という文脈での容姿による差別的
待遇(奥野2021))の強化につながりうる



高齢者差別ageismの問題

• アンチエイジング(抗老化)化粧品・医療の流行(谷本2018: ch.2) 

• 「老化は病気である」という思想の台頭 

• 若くて美しいことが理想とされているのに、「美魔女」のように中年女性が若い女性の容
姿を目指すと批判される(谷本2018: Ch. 3)。「若く美しく」規範と「若作り厳禁」規範
の衝突(同106) 

• (児玉)今後一層深刻になる問題と思われる。「(実年齢より)若く見える方がよい」という
社会規範をなくすべきだろうか? それは可能か? 

• あるいは、「若く見える方がよい」という規範は維持しつつ、高齢者差別をしないことが
可能だろうか。これは、「外見が醜いよりは美しい方がよい」という規範は維持しつつ、
職業上の外見差別(ルッキズム)を許容しない、という問題のバリエーションと言える。 

• そのためには、高齢者(年齢)差別禁止法を作る必要があるのではないか。

まとめ
美容医療と倫理

• これまで生命倫理においては比較的マージナルな領域だった美容医療の問題につ
いて、先行研究を参照して論点整理を行った 

• 概念的問題として、美容医療とそれ以外を区別する定義の問題、美容医療をエン
ハンスメントと理解するのがよいかについて検討した 

• 制度的問題として、自由診療の問題、一般社団法人の問題の検討を通じて、ビジ
ネス倫理・専門職倫理の問題があることを示唆した 

• 倫理的議論として、擁護論(美しさの議論、自己決定の議論)、反対論(非本来性・
不自然さの議論、差別強化の議論)に整理して、議論の整理を行った 

• 他の倫理的議論としては、美容に関する医療化の進行(谷本2018:68-69)をどう
評価するか、(女性が主な受け手であるという)ジェンダーの問題などがあるが、
別の機会に検討したい
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